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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成17年12月13日に提出いたしました第197期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため半期報告

書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

表紙 

縦覧に供する場所 

 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1)中間連結財務諸表 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４ 会計処理基準に関する事項 

(3)重要な引当金の計上基準 

④退職給付引当金 

 

２ 中間財務諸表等 

(1)中間財務諸表 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

３ 引当金の計上基準 

(4)退職給付引当金 

 



  

― 3 ― 

３【訂正箇所】 

訂正箇所は     を付して表示しております。 

 

【表紙】  

（訂正前）  

【縦覧に供する場所】 丸善株式会社 名古屋支店 

  (名古屋市中区栄３丁目２番７号) 

 丸善株式会社 関西支社 

  (大阪市中央区博労町３丁目３番２号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 

（訂正後）  

【縦覧に供する場所】 丸善株式会社 名古屋支店 

  (名古屋市中区栄３丁目２番７号) 

 丸善株式会社 関西支社 

  (大阪市中央区久太郎町２丁目５番28号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 
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第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

（訂正前） 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関
する事項 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間連結会
計期間末において発生し
ていると認められる額を
計上しております。   
  なお、会計基準変更時
差異については、15年に
よる按分額を費用処理し
ております。 
  数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定率法
によりそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき計上しておりま
す。 
  なお、会計基準変更時
差異については、15年に
よる按分額を費用処理し
ております。 
  数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定率法
によりそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。 
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（訂正後） 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関
する事項 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間連結会
計期間末において発生し
ていると認められる額を
計上しております。   
  なお、会計基準変更時
差異については、15年に
よる按分額を費用処理し
ております。 
  数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定率法
によりそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間連結会
計期間末において発生し
ていると認められる額を
計上しております。 
  なお、会計基準変更時
差異については、15年に
よる按分額を費用処理し
ております。 
  数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定率法
によりそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。 
  なお、平均残存勤務期
間が短縮されたことに伴
い、数理計算上の差異の
処理年数を当中間連結会
計期間より従来の15年か
ら10年へ変更しておりま
す。この変更により退職
給付費用が21百万円増加
しております。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

④退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき計上しておりま
す。 
  なお、会計基準変更時
差異については、15年に
よる按分額を費用処理し
ております。 
  数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定率法
によりそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

（訂正前） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。 

  数理計算上の差異は、

 各事業年度の発生時にお

 ける従業員の平均残存勤

 務期間以内の一定の年数

 (15年)による定率法によ

 りそれぞれ発生の翌事業

 年度から費用処理するこ

 ととしております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定率法によ

りそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理するこ

ととしております。 
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（訂正後） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。 

  数理計算上の差異は、

 各事業年度の発生時にお

 ける従業員の平均残存勤

 務期間以内の一定の年数

 (15年)による定率法によ

 りそれぞれ発生の翌事業

 年度から費用処理するこ

 ととしております。 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(10年)による定率法によ

りそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理するこ

ととしております。 

  なお、平均残存勤務期

間が短縮されたことに伴

い、数理計算上の差異の

処理年数を当中間会計期

間より従来の15年から10

年へ変更しております。

この変更により退職給付

費用が21百万円増加して

おります。 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(15年)による定率法によ

りそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理するこ

ととしております。 

 




